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売払人高知市（以下、「市」という。）と買受人［余剰地活用企業の名称］（以下、「余剰地活用企業」と

いう。）とは、市の所有する第１条記載の土地（以下、「本件土地」という。）について、土地売買に関す

る契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

なお、本契約において用いられる用語の定義は、本文中において明示されているものを除き、市が令和

８年４月 10 日付けで公表した、六泉寺町市営住宅等再編事業（第 1期）募集要項における定義と同一と

する。 

 

（本件土地） 

第１条 市は、六泉寺町市営住宅等再編事業（第 1 期）（以下、「本事業」という。）に関して、市、余剰

地活用企業及び PFI 事業者が令和●年●月●日付けで締結した「六泉寺町市営住宅等再編事業（第 1

期）事業契約書」及びこれに基づく事業計画にしたがった余剰地活用事業の実施にかかる民間施設等の

整備、維持管理及び運営を目的として、次に示す本件土地を余剰地活用企業に売払う。 

 街区 所在 区分 数量 備考 

敷地１ 街区●  土地 ●㎡  

敷地２      

敷地３      

 

（土地売買代金） 

第２条 土地売買代金は、［金●円］とする。 

    （内、敷地１の土地売買代金   ●●,●●●,●●●円） 

    （内、敷地２の土地売買代金   ●●,●●●,●●●円） 

    （内、敷地３の土地売買代金   ●●,●●●,●●●円） 

 

（売買代金の納付） 

第３条 余剰地活用企業は、土地売買代金を、市の発行する納入通知書により本契約の締結と同時に納付

しなければならない。 

 

（他事業との調整・連携） 

第４条 余剰地活用企業は、民間施設等の設計・建設期間中、市及びＰＦＩ事業者との間で、新築住宅等、

民間施設等の工程その他必要な事項について、計画間での調整を十分に行い、効率的・効果的な業務の

実施及び意匠計画等での一体性の確保等に努めるものとする。 

２ 余剰地活用企業は、民間施設等の維持管理及び運営にあたっては、ＰＦＩ事業者との日常的な意見

交換、各種調整等を適切に行うことにより、維持管理・運営上の連携・協働に努めるものとする。 

３ ＰＦＩ事業と余剰地活用事業との間の費用分担等については、提案書によるものとする。 

 

（用途の指定） 

第５条 余剰地活用企業は、本件土地を令和●年●月●日[民間施設等の供用開始日として余剰地活用企

業が提案した期日（その後、変更された場合は変更後のもの）]（以下、「指定期日」という。）までに、
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第１条に記載した使用目的（民間施設等を完成させることを含む。以下、「指定用途」という。）に供さ

なければならない。 

２ 余剰地活用企業は、本件土地を指定期日から５年後の応当日以降の令和●年●月●日以降の余剰

地活用企業が定める任意の日までの間（以下、「指定期間」という。）、引き続き指定用途に供しなけ

ればならない。ただし、市の事前の承諾がある場合は、指定期間の満了日を５年後の応当日より短縮

することができるものとする。 

３ 余剰地活用企業は、前項に規定する指定期間が満了するまで、指定用途以外に本件土地を使用し、

又は第三者に使用させてはならない。ただし、市が類似使用の範囲内として事前に書面により承認し

た場合は、その範囲内の用途のために使用することができる。 

４ 余剰地活用企業は、本件土地を、次の各号の一に該当する目的の用途に使用してはならない。 

(1) 暴力団の事務所その他これに類する施設の用、公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その

他近隣住民の迷惑となる目的の用途 

(2) 騒音、振動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は使用する等、周囲に

迷惑を及ぼすおそれのある用途 

５ 余剰地活用企業は、本件土地が前項第１号の用途に供されることを知りながら、本件土地を第三者

に譲渡し、又は本件土地について地上権、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利の設定

をしてはならない。 

６ 余剰地活用企業は、余剰地活用企業の事情により、指定期日までに本件土地を指定用途に供するこ

とが出来ないときは、速やかに市に報告するものとする。余剰地活用企業が市の承認を得て指定期日

を延長する場合、市は余剰地活用企業に対し、延長前の指定期日から起算して、延長後の指定期日ま

での期間について、当該遅延が生じた街区に係る土地売買代金に相当する金額に、延長前の指定期日

における政府契約の支払遅延防止法等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）第８条第１項の規定

に基づき財務大臣が決定する率を乗じて日割り計算した金額に相当する遅延損害金を請求すること

ができる。 

 

（指定用途の変更等の承認） 

第６条 余剰地活用企業は、次の各号のいずれかに掲げる場合において、指定用途の変更若しくは解除又

は指定期日若しくは指定期間の変更を必要とするときは、事前に詳細な理由を付した願書を提出し、市

の承認を得なければならない。 

(1) 不可抗力又は過失によって本件土地が滅失又はき損し、引き続きその用に供することが著しく

困難又は不可能である場合 

(2) 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、本件土地を引き続きその用途に供する

ことが真に困難又は不適切となった場合 

 

（本件土地の譲渡等の禁止） 

第７条 余剰地活用企業は、指定期間の末日まで、市の承認を得ないで、次の各号に該当する行為をして

はならない。 

(1) 本件土地を譲渡し、貸し付け、又は担保に供すること。 
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(2) 本件土地上の建物を譲渡し、又は担保に供すること。 

(3) 本件土地が信託譲渡された場合、当該信託の受益権を譲渡し、又は担保に供すること。 

２ 第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件が全て充足され、かつ第１項に規定する譲渡、

貸付け又は担保提供（以下、「譲渡等」と総称する。）の内容が提案書に記載されている内容の場合、

市は、正当な理由がある場合を除き、同項に規定する承認をしなければならない。 

(1) 譲渡等を受ける者（以下、「譲受人等」と総称する。）が第５条に規定する余剰地活用企業の義

務を遵守することを確約していること（但し、［別途］、本号に代わる要件について市との間で書

面で合意している場合には、その要件を充足することによって、本号の要件を充足したものとみ

なす。）。 

(2) 譲受人等が第１１条第２項に掲げる者その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」と総称す

る。）でなく、かつ、反社会的勢力と密接な関係を有していないこと。 

 

（所有権の移転及び登記の嘱託） 

第８条 本件土地の所有権は、余剰地活用企業が第３条に基づき土地売買代金を納付したとき、市から余

剰地活用企業に移転するものとする。 

２ 余剰地活用企業は、本件土地の所有権が移転した後、市に対し所有権の移転登記を請求するものと

し、市は、その請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。なお、本件土地の取得

にかかる測量、所有権の移転登記その他に要する費用は、余剰地活用企業の負担とする。 

 

（本件土地の引渡し） 

第９条 市は、前条第１項の規定により本件土地の所有権が余剰地活用企業に移転したときに、本件土地

を現状有姿の状態で余剰地活用企業に引き渡したものとし、余剰地活用企業は、本件土地の受領書を市

に提出するものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第１０条 余剰地活用企業は、本契約締結後に、本件土地に数量の不足その他隠れた瑕疵（募集要項等に

明示されていない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵を含む。以下同じ。）

があることを発見したとき、又は本件土地の状況が募集要項等の内容と著しく異なるときは、速やかに

市に連絡し、市の確認を受けるものとする。 

２ 前項に定める数量の不足その他隠れた瑕疵があり、又は本件土地の状況の募集要項等との著しい

不一致がある場合において、これらが募集要項等その他一般に利用できる資料等によっては予測で

きないものであり、かつ当該瑕疵等又は著しい不一致に起因して余剰地活用企業に追加的な費用又

は損害が生じたときは、余剰地活用企業は、隠れた瑕疵があることを発見したとしても、市に対し、

余剰地の対価の減額、損害の賠償、追加費用の負担又は本件売買契約の解除を請求することはできな

い。ただし、当該瑕疵が市の行為によって生じたものである場合に限り、余剰地の引渡から１年以内

に市に協議を申し入れることができ、市は、余剰地の対価の減額、損害の賠償、追加費用の負担又は

本件売買契約の解除について協議に応じる。 
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（契約の解除） 

第１１条 市は、余剰地活用企業が本契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めて催告の

うえ、本契約を解除することができる。 

２ 市は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げることが判明したときには、相当の期間を定めて

催告のうえ、本契約を解除することができる。 

(1) 余剰地活用企業が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成 3 年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団に規定する暴力団、「高知市事業等からの暴力団の排除に関

する規則」（平成 23年高知市規則第 28号。以下「高知市暴排規則」という。）第２条第２項第５

号に定める暴力団員等、法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又

はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当

該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を

有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員

等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者（以下、

「暴力団経営支配法人等」という。）又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法

人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。）であることが判明

したとき。 

(2) 余剰地活用企業が、高知県暴力団排除条例（高知県条例平成 22 年第 36 号）第 19 条第１項又

は第２項に違反している事実がある者であることが判明したとき。 

３ 市は、本事業の応募手続に関して〔応募グループ名称〕の構成企業又はその他企業が、次の各号の

いずれかに該当したときは、相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができる。ただ

し、本事業の応募手続において、当該構成企業又はその他企業が余剰地活用事業に関与していないこ

とを証明した場合は、この限りではない。 

(1) 構成企業若しくはその他企業、又はこれを構成事業者（私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下、「独占禁止法」という。）において定義された意味を

有する。）とする独占禁止法第２条第１項第２号の事業者団体（以下、「構成企業等」という。）

が、本事業の応募手続について同法第３条又は第８条第１号の規定に違反したとして、同法第７

条又は第８条の２の規定による排除措置命令（以下、「排除措置命令」という。）が確定したとき。 

(2) 本事業の応募手続について、構成企業等に、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条

の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下、「納付命令」とい

う。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消され

たときを含む。以下同じ。）。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成企業等に、本事

業の応募手続について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとさ

れたとき。 

(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成企業等に、独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示され

た場合において、当該期間に本事業の応募が行われたものであり、かつ、本事業の応募手続が当
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該取引分野に該当するものであるとき。 

(5)  構成企業又はその他企業が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法

（明治 40年法律第 45 号）第 96条の６又は独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95 条第１項第

１号に規定する刑が確定したとき。 

４ 第１項乃至第３項の場合において、本契約の解除により余剰地活用企業に損害が生じても、市はそ

の損害の賠償の責めを負わないものとする。 

 

（返還金等） 

第１２条 市は、前条に定める解除権を行使したときは、余剰地活用企業が支払った土地売買代金を返還

するものとする。この場合において、返還金には利息を付さないものとする。 

 ２ 市は、前条に定める解除権を行使したときは、余剰地活用企業の負担した契約の費用は返還しない

ものとする。 

 ３ 市は、前条に定める解除権を行使したときは、余剰地活用企業が支払った違約金及び余剰地活用企

業が本件土地に関して支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しないものとする。 

 

（実地調査等） 

第１３条 市は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、余剰地活用企業に対しその業務又は

資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること

ができる。 

 ２ 市は、第５条第１項乃至第６項に定める余剰地活用企業の義務の履行状況について随時実地に調

査し、又は余剰地活用企業に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 ３ 余剰地活用企業は、正当な理由がなく前２項の規定に基づく市の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（違約金） 

第１４条 余剰地活用企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、市の指定する期日までに違約金と

して、規定金額を市に支払わなければならない。 

(1) 第５条又は第７条第１項に定める義務に違反したときは、土地売買代金の 100 分の 10 

(2) 第１１条第２項の規定により、市が本契約を解除したときは、土地売買代金の 100 分の 30 

(3) 第１１条第３項の規定により、市が本契約を解除したときは、土地売買代金の 100 分の 30 

(4) 前条第３項の規定に違反して、正当な理由がなく、同条第１項及び第２項の規定に基づく市の

調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、土地売買代

金の 100 分の１ 

２ 前項の違約金は、損害賠償額の予定と解釈しないものとする。市は、余剰地活用企業の債務不履行

により市に生じた損害の額が前項の違約金の額を超えるときは、その超過額について、余剰地活用企

業に対し損害賠償を請求することができる。 

３ 第１項の規定により余剰地活用企業が違約金を支払う場合において、市が余剰地活用企業に対し

て返還すべき売買代金等の金銭債務を有するときは、市は、当該違約金と市の金銭債務とを対当額に
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て相殺することができる。 

 

（買戻しの特約） 

第１５条 市は、余剰地活用企業が第５条又は第７条第１項に定める義務に違反したときは、市が受領し

た土地売買代金を余剰地活用企業に返還して、本件土地を無条件で買い戻すことができる。この場合、

市は、本契約に要した費用及び本件土地に関して支出した必要費、有益費等余剰地活用企業の負担した

一切の費用を償還しないものとする。 

２ 前項の規定により、市が本件土地を買い戻す場合は、市の返還する土地売買代金には利息を付さな

いものとする。 

３ 第１項の規定による買戻しの期間は、余剰地の余剰地活用事業者への所有権を移転登記した日か

ら 10年間とする。 

４ 買戻しの特約の登記及び買戻しの手続は、すべて市の指示によって行うものとし、その登記に要す

る費用は余剰地活用企業の負担とする。 

５ 市は、本契約の締結日から 10年が経過した場合、または、余剰地活用事業の目的が達成されたと

市が認める場合は、余剰地活用企業の請求により買戻しの特約の登記の抹消登記を嘱託し、この登記

に要する費用は余剰地活用企業の負担とする。 

６ 買戻しをした場合において、余剰地活用企業又は第三者に損害が生じても、市はその責任を負わな

いものとする。 

 

（原状回復等） 

第１６条 余剰地活用企業は、市が第１１条の規定により解除権を行使したとき、又は前条第１項の規定

により買戻権を行使したときは、本件土地を原状に回復し、市の立会い及び確認を得て市の指定する期

日までに返還しなければならない。 

２ 余剰地活用企業は、前項の規定により本件土地を市に返還するときは、市が指定する期日までに、

本件土地の所有権移転登記承諾書及びその他必要書類を市に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市が第１１条の規定により解除権を行使した場合、又は前条第１項の

規定により買戻権を行使した場合、市は、余剰地活用企業に対し、余剰地活用企業の民間施設等を有

償又は無償で譲渡するよう請求することができる。 

 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第１７条 余剰地活用企業は、本契約の履行に当たって、市条例第２条第２号に規定する暴力団又は同条

第４号に規定する暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく市に報告するとともに、所轄の警

察署に通報し、捜査上の必要な協力等をしなければならない。 

 

（損害賠償金） 

第１８条 余剰地活用企業は、本契約に定める義務を履行しないことにより市に損害を与えたときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償金として市に支払わなければならない。 
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（返還金等の相殺） 

第１９条 市は、第１１条の規定による解除権の行使又は第１５条第１項の規定による買戻権の行使に

より土地売買代金を返還する場合において、第１４条に定める違約金及び前条に定める損害賠償金と

返還する土地売買代金を対等額で相殺するものとする。 

 

（余剰地活用企業の提出・報告義務） 

第２０条 余剰地活用企業は、民間施設等の整備、維持管理及び運営の内容を記載した事業計画書を作成

するとともに、当該事業計画書を本契約の締結時及びその後は各事業年度（毎年４月１日から３月 31

日までの期間をいう。）の開始 30 日前までに市に提出するものとする。なお、事業計画書の記載事項の

詳細は、市及び余剰地活用企業の協議のうえ、別途定めるものとする。 

２ 余剰地活用企業は、前項に定める事業計画書にかかる事業報告書を作成し、各事業年度の最終月の

翌月末日まで、及び街区ごとに民間施設等の整備が完了した時点に市に提出するものとする。なお、

事業報告書への記載事項の詳細は、市及び余剰地活用企業の協議のうえ、別途定めるものとする。 

３ 市は、前項に定める事業報告書を受領した場合には、受領日から 30 日以内に、受領した旨を余剰

地活用企業に通知する。 

 

（周辺住民等との調整等） 

第２１条 余剰地活用企業は、民間施設等の整備に関する周辺住民との調整及び説明会等を行うものと

し、市は合理的な範囲でこれに協力するものとする。 

 

（近隣対策及び近隣対応） 

第２２条 余剰地活用企業は、自己の責任及び費用において、余剰地活用事業を実施するに際して、合理

的に要求される範囲の近隣対策及び近隣対応を実施するものとする。なお、かかる近隣対策又は近隣対

応の実施について、余剰地活用企業は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するもの

とし、市は、余剰地活用企業に対して、合理的な範囲内で必要な協力を行うものとする。 

 

（信義誠実等の義務・疑義の決定） 

第２３条 市及び余剰地活用企業は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 本契約に関し疑義があるときは、市及び余剰地活用企業の協議のうえ決定するものとする。 

 

（解釈） 

第２４条 本契約に定めのない事項については、市及び余剰地活用企業の協議のうえ決定するものとす

る。 

 

（本契約の変更） 

第２５条 本契約の規定は、市及び余剰地活用企業の書面による合意がなければ変更できないものとす

る。 
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（準拠法及び裁判管轄） 

第２６条 本契約は、日本国の法令及び市の定める条例に従って解釈されるものとし、本契約に関する一

切の紛争は、高知地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

（条文以上）  
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上記の契約の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

令和●年●月●日 

 

 

売 払 人       住 所 ●● 

高知市 

       ●● 

 

 

 

買 受 人    住 所  ●● 

  ●● 

  代表取締役 ●● 

 

 


